
令和２年10月１日から令和３年３月31日までの随意契約
【学校教育部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課
大正北小学校小荷物
専用昇降機修繕

令和２年12月８日
クマリフト株式会
社

大阪市西区京町堀一丁
目12番20号

607,200
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと修繕が
できないため。
（地方自治法施行令167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
八尾市立学校給食調
理場排気設備清掃業
務

令和３年１月５日
平和興業株式会
社

大阪市住之江区粉浜西
一丁目２番６号

757,900

複数回の入札を実施をしたが、予定価格に達せず、入札参加
業者から見積りを徴収したところ、予定価格範囲内であったた
め。
（地方自治法施行令167条の２第１項第８号該当）

学務給食課
上之島小学校給食調
理場給湯器取付修繕

令和３年２月15日
株式会社フレック
ス

八尾市山本町一丁目12
番１号

632,940

給湯器の耐用年数が過ぎ、修繕が困難なことから、緊急な取
替が必要となり、２者から見積りを徴収したところ、予算範囲内
であったため。
（地方自治法施行令167条の２第１項第５号該当）

学務給食課
八尾市立久宝寺小学
校給食調理業務

令和３年３月15日
株式会社お弁当
の浜乃家

松原市三宅西四丁目740
番地7

104,667,640

複数回の入札を実施をしたが、予定価格に達せず、入札参加
業者から見積りを徴収したところ、予定価格範囲内であったた
め。
（地方自治法施行令167条の２第１項第８号該当）

学務給食課
八尾市立永畑小学校
給食調理業務

令和３年３月15日
一冨士フードサー
ビス株式会社　近
畿支社

大阪市福島区福島四丁
目６番31号

113,135,000

複数回の入札を実施をしたが、予定価格に達せず、入札参加
業者から見積りを徴収したところ、予定価格範囲内であったた
め。
（地方自治法施行令167条の２第１項第８号該当）

指導課
令和２年度八尾市英検
IBAテストの実施委託
料

令和2年12月3日
公益財団法人日
本英語検定協会

東京都新宿区横寺町55 1,014,000
「英検」の過去問題を利用したテストであり、当該団体以外に
実施団体がないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

指導課
八尾市研究拠点校学
習支援業務

令和2年12月18日
株式会社トライグ
ループ

大阪市中央区南本町3-
6-14

2,299,330

当該業務は専門的な指導力やノウハウが必要となることから、
令和元年度においてプロポーザル方式により事業者選定を行
い、当該事業者が適切であると判断したため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

令和２年度　随意契約の公表（学校教育部）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。　
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

教育センター
校務支援システム運用
支援業務委託契約

令和2年12月1日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三
丁目8番25号

825,000

契約相手方は校務支援システム導入業者であり、現システム
内部を熟知し、迅速かつ確実な業務を行うことができること、ま
た他の事業者に対応させることによりセキュリティ情報の拡散
等のリスクが発生するため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

教育センター
GIGAスクール環境整
備に関する充電保管
庫設置業務契約

令和2年12月10日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三
丁目8番25号

754,050

契約相手方は八尾市GIGAスクール整備事業における小学校
校内ネットワーク整備業者であり、現状を熟知し、迅速かつ確
実な業務を行うことができること、また当該充電保管庫は本市
環境に合わせ製作された特注品の追加調達であり、他社より
調達できないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2
号該当）

教育センター
令和2年度校務支援シ
ステムライセンス売買
契約

令和3年3月1日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三
丁目8番25号

8,712,000

平成25年12月19日付にて「八尾市立学校ＩＣＴ環境整備に係る
校務支援システムライセンス売買に関する覚書」を締結してい
るが、覚書に基づく売買契約の完了後も引き続き校務支援シ
ステムを運用するにあたり、校務支援システムのライセンスが
必要であるため。（地方自治法施行令167条の2第1項第2号該
当）
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